
秋田県地域がん登録事業資料の利用及び提供に関する取り扱い要項 
 

第１章 総則 

第１ 趣旨  

この要項は、秋田県地域がん登録事業実施要領（以下｢要領｣と言う。）８に基づき、秋田県地域がん登録

の登録資料を提供するにあたって、必要な事項を定める。  

第２ 定義  

この要項において、次の各号の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

(1) 集計資料 秋田県地域がん登録事業により収集し、作成された帳票のみを利用して、公表された以外の

統計を作成するために必要な、特定の個人が識別できない患者単位又は腫瘍単位のものをい

う。  

(2) 照合資料 秋田県地域がん登録事業により収集し、作成された帳票等と利用者が保持する帳票等を連結

して統計を作成するための、特定の個人が識別され得る患者単位又は腫瘍単位のものをいう。  

(3) 届出資料 秋田県地域がん登録に協力する医療機関から収集し、作成された、特定の個人が識別される

帳票等をいう。  

第３ 利用資格 

 集計資料、照合資料及び届出資料の利用を申請することができる者は次に定める者とし、これらの者が資

料を利用しようとするときは、秋田県健康福祉部長（以下「健康福祉部長」という。）の承認を受けなけれ

ばならない。ただし、秋田県の業務として行う利用を除く。 

１ 集計資料の利用を申請できる者は、次の者とする。  

(1) 秋田県と地域がん登録に関する委託契約を結んだ者及び秋田県地域がん登録委員会において、秋田

県地域がん登録事業に従事する者  

(2) 秋田県地域がん登録事業に協力している医療機関の医療従事者及び地方公共団体職員  

(3) がんの診断、治療及び予防の研究又は情報提供のために利用する者  

２ 照合資料の利用を申請できる者は、次の者とする。  

(1) 秋田県と地域がん登録に関する委託契約を結んだ者及び秋田県地域がん登録委員会において、秋田

県地域がん登録事業に従事する者  

(2) 秋田県地域がん登録事業に協力している医療機関の医療従事者 

(3) がんの診断、治療及び予防の研究のために利用する者 

３ 届出資料の利用を申請できる者は、次の者とする。  

秋田県地域がん登録事業に協力している当該届出医療機関の医療従事者  

 

第２章 集計資料 

第４ 集計資料の利用申請  

集計資料の利用を希望する者は、「集計資料利用申請書」（様式第１号の１）により健康福祉部長に申請

しなければならない。  
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第５ 集計資料の利用審査  

健康福祉部長は、前項の申請があった場合は、次の基準により申請内容を審査し、適当と認められる場合

は、集計資料の利用を承認することができる。  

(1) がんの診断、治療及び予防の研究又は情報提供のために利用するものであること  

(2) 公益性が高いこと  

(3) 集計資料の利用の必要性が高いこと 

(4) 提供による個人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと 

第６ 集計資料の利用承認通知  

健康福祉部長は、前項により利用申請を承認した場合は、「集計資料利用承認書」（様式第３号）により

申請者に通知する。  

第７ 集計資料の受領  

１ 前項により利用を承認された者（以下｢集計資料利用者｣という。）は、集計資料利用承認書記載の提供

資料及び提供電子媒体により集計資料の提供を受けることができる。なお、原則として、オンラインに

よる資料の提供は行わない。 

２ 集計資料利用者は、資料の受領後直ちに「集計資料受領書」（様式第４号）を健康福祉部長に提出しな

ければならない。 

第８ 集計資料利用者の責務  

集計資料利用者は、承認された目的、方法以外に資料を利用してはならない。また、第三者に資料を譲渡、

貸与、閲覧させてはならない。  

 

第３章 照合資料 

第９ 照合資料の利用申請  

照合資料の利用を希望する者は、「照合資料利用申請書」（様式第１号の２）により、「照合資料利用に

関する誓約書」（様式第２号の１）を添えて、健康福祉部長に申請しなければならない。  

第10 照合資料の利用審査  

１ 健康福祉部長は、前項の申請があった場合は、次の基準により申請内容を審査し、適当と認められる場

合は、照合資料の利用を承認することができる。  

(1) 申請者の所属する機関等の倫理審査委員会の承認を受けていること  

ただし、所属する機関等に倫理審査委員会が未設置の場合は、機関の長の文書による承認を得てい

ること 

(2) がんの診断、治療及び予防の研究のために利用するものであること  

(3) 公益性が高いこと  

(4) 照合資料の利用の必要性が高いこと 

(5) 提供による個人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと 

２ 健康福祉部長は、前項の審査にあたっては、秋田県地域がん登録委員会の意見を聴取することができる。  

第11 照合資料の利用承認通知  

健康福祉部長は、前項により利用申請を承認した場合、「照合資料利用承認書」（様式第３号）により、

申請者に通知する。  

第12 照合資料の受領  

１ 前項により利用を承認された者（以下｢照合資料利用者｣という。）は、照合資料利用承認書記載の提供
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資料及び提供電子媒体により照合資料の提供を受けることができる。なお、オンラインによる資料の提

供は行わない。  

２ 照合資料利用者は、資料の受領と同時に「照合資料受領書」（様式第４号）を健康福祉部長に提出しな

ければならない。 

第13 照合資料の利用期限等  

１ 健康福祉部長は、資料を提供するにあたって、照合資料利用者に対し、当該資料の漏洩及び滅失の防止

その他適正な管理のために必要な措置を講ずることを義務づけるとともに、利用期限を定めなければな

らない。  

２ 利用期間は当該提供に係る承認の日から最長１年間とする。 

第14 照合資料の返却  

照合資料利用者は、利用期間が終了したとき、又は利用期間内であっても利用目的が完了したときは、提

供を受けた資料の全てを、速やかに健康福祉部長に返却し、直ちに「資料返却報告書」（様式第５号）を、

健康福祉部長に提出しなければならない。  

第15 照合資料利用者の責務  

照合資料利用者は、次の各号を遵守しなければならない。  

(1) 承認された目的、方法以外に資料を利用してはならない。また、第三者に資料を譲渡、貸与、閲覧さ

せてはならない。  

(2) 資料から得た患者及び届出医療機関の情報を他に漏らしてはならない。  

(3) 資料から得た患者、その家族及び届出医療機関と接触してはならない。  

(4) 資料の適正な管理に最大限配慮しなければならない。  

第16 照合資料利用者への検査等  

１ 健康福祉部長は、照合資料利用者に対し、必要に応じて資料の保管状況等について立ち入り検査し、又

は報告を聴取することができる。  

２ 照合資料利用者は、前項の検査、聴取に協力しなければならない。  

３ 健康福祉部長は、検査等の結果、照合資料利用者に遵守事項の違反があった場合は、直ちに提供した資

料の返還を求めることができる。  

 

第４章 届出資料 

第17 届出資料の利用申請  

届出資料の利用を希望する医療従事者は、「届出資料利用申請書」（様式第１号の３）により、「届出資

料利用に関する誓約書」（様式第２号の２）を添えて、健康福祉部長に申請しなければならない。  

第18 届出資料の利用審査  

１ 健康福祉部長は、前項の申請があった場合は、次の基準により申請内容を審査し、適当と認められる場

合は、届出資料の利用を承認することができる 

(1) 当該届出医療機関の長からの申請であること  

(2) 当該届出医療機関の長以外の申請の場合、機関の長の承認を得ていること  

(3) がんの診断、治療及び予防の研究のために利用するものであること 

(4) 提供による個人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと 

２ 健康福祉部長は、前項の審査にあたっては、秋田県地域がん登録委員会の意見を聴取することができる。  
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第19 届出資料の利用承認通知  

健康福祉部長は、前項により利用申請を承認した場合、「照合資料利用承認書」（様式第３号）により、

申請者に通知する。  

第20 届出資料の受領  

１ 前項により利用を承認された者（以下｢届出資料利用者｣という。）は、照合資料利用承認書記載の提供

資料及び提供電子媒体により届出資料の提供を受けることができる。なお、オンラインによる資料の提

供は行わない。  

２ 届出資料利用者は、資料の受領と同時に「照合資料等受領書」（様式第４号）を健康福祉部長に提出し

なければならない。  

第21 届出資料利用者の責務  

届出資料利用者は、次の各号を遵守しなければならない。  

(1) 承認された目的、方法以外に資料を利用してはならない。  

(2) 資料から得た患者の情報を他に漏らしてはならない。  

(3) 資料の適正な管理に最大限配慮しなければならない。  

第22 届出資料利用者への検査等  

１ 健康福祉部長は、届出資料利用者に対し、必要に応じて資料の保管状況等について立ち入り検査し、又

は報告を聴取することができる。  

２ 届出資料利用者は、前項の検査、聴取に協力しなければならない。  

３ 健康福祉部長は、検査等の結果、届出資料利用者に遵守事項の違反があった場合は、直ちに提供した資

料の返還を求めることができる。  

 

第５章 報告 

第23 資料利用の明示と研究成果の報告  

１ 集計資料利用者及び照合資料利用者は、研究結果等の報告、発表、投稿にあたっては、「秋田県地域が

ん登録集計資料又は照合資料を利用した。」ことを明記しなければならない。  

２ 集計資料利用者及び照合資料利用者は、前項の報告、発表、投稿した報告書、抄録、論文を健康福祉部

長に提出しなければならない。  

第24 資料利用状況の報告  

健康福祉部長は、集計資料、照合資料及び届出資料の利用状況について、秋田県地域がん登録委員会に報

告する。  

 

第５章 雑則 

第25 事務担当  

集計資料、照合資料及び届出資料の利用及び提供に関する事務は、秋田県と地域がん登録に関する委託契

約を結んだ者において行う。  

第26 その他  

健康福祉部長は、本取扱要項に定めのない集計資料、照合資料及び届出資料の利用及び提供に関する事項

については、秋田県地域がん登録委員会及び関係機関と協議のうえ定める。  

附則  

１ この要項は平成２３年１１月２９日から施行する。  
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秋田県個人情報保護条例（抜粋） 

平成十二年十月十七日 

秋田県条例第百三十八号 

第一章 総則 

 

(目的) 

第一条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が

保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利

益の保護を図り、もって個人の尊重に寄与することを目的とする。 

 

 (定義) 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるもの(他の情報と照合することが

でき、それにより特定の個人が識別され得るものを含む。)をいう。 

二 実施機関 知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警

察本部長、労働委員 会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び県が設立し

た地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第 一項に規定する地

方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。 

三 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関

する法律(平成十五 年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、

地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)及び 事業を営む個人をいう。 

四 行政文書 実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上

作成し、又は取得し た文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)

並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す ることができない方

式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、

当該実施機関が保有しているものをい う。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多

数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。 

五 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。 

 

(実施機関の責務) 

第三条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなけれ

ばならない。 

 

(事業者の責務) 

第四条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個

人情報の適正な取扱いに努めなければならない。 

2 県が出資する法人のうち実施機関が定めるものは、前項に規定するもののほか、この条例の規定に基

づき当該実施機関が実施する個人情報の保護に関する施策に留意しつつ、個人情報の保護に関し必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

(県民の責務) 

第五条 県民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の保護に努めるとともに、他人の

個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 

 

 

第二章 実施機関等が取り扱う個人情報の保護 

第一節 個人情報の取扱い 

（以下略） 
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（様式第１号の１） 

秋田県地域がん登録事業 集計資料利用申請書 

    年  月  日 

 

（あて先）秋田県健康福祉部長 

 

申請者  

機関名  

所属名  

職 名  

氏 名  印 

連絡先（電話・FAX・電子メールアドレス等） 

 

秋田県地域がん登録事業資料の利用及び提供に関する取扱要項第４により、次のとおり、集計資料の利用

を申請します。 

なお、資料の利用にあたっては、秋田県個人情報保護条例の主旨にかんがみ、秋田県地域がん登録事業資

料の利用及び提供に関する取扱要項第８の利用者の責務を遵守します。 

 

 

研究名・内容 

（研究計画書を 

添付のこと） 

 

 

 

（共同利用者がいる場合、その所属・氏名等も研究（情報提供）計画書に記入すること） 

公表方法・予定 

（具体的に） 

 

 

研究資金の 

出所と性格 

1. 私費  

2. 国、府県市の委託研究 委託元： 

3. 国、府県市の研究資金 研究費名称：  

4. 民間団体の委託・助成等 団体名称：  

5. その他  

以下の項目は「申請の手引き」に沿ってお書き下さい。 

研究の種類 1. 罹患率 2. 生存率 

データセット セット１ セット２ セット３ 

罹 患 年  

部位・組織  

地 域 詳 細 秋田県全県 特定２次医療圏分 特定保健所管轄分 特定市町村分 

資料の利用期間    年   月  ～    年   月 
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（様式第１号の２） 

秋田県地域がん登録事業 照合資料利用申請書 

   年  月  日 

 

（あて先）秋田県健康福祉部長 

 

申請者  

機関名

所属名

職 名

氏 名 印

連絡先（電話・FAX・電子メールアドレス等） 

 

秋田県地域がん登録事業資料の利用及び提供に関する取扱要項第９により、次のとおり、照合資料の利

用を申請します。 

なお、資料の利用にあたっては、秋田県個人情報保護条例の主旨にかんがみ、秋田県地域がん登録事業

資料の利用及び提供に関する取扱要項第１５の利用者の責務を遵守します。 

 

 

研究名・内容 

（研究計画書を 

添付のこと）   

 

 

 

（共同利用者がいる場合、その所属・氏名等も研究計画書に記入すること） 

倫理委員会の承認

（承認書を添付 

のこと） 

倫理審査委員会の名称 

 

 

 

承認年月日 年   月   日 

公表方法・予定 

（具体的に） 

 

 

研究資金の 

出所と性格 
1. 私費  

2. 国、府県市の委託研究 委託元： 

3. 国、府県市の研究資金 研究費名称： 

4. 民間団体の委託・助成等 団体名称： 

5. その他  

資料の保管場所 

及び保管方法 
 

以下の項目は「申請の手引き」に沿ってお書き下さい。 

研究の種類 1. 罹患率 2. 生存率 

データセット セット１ セット２ セット３ 

罹 患 年  

部位・組織  

地 域 詳 細 秋田県全県分 特定２次医療圏分 特定保健所管轄分 特定市町村分 

資料の利用期間    年   月  ～    年   月 
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（様式第１号の３） 

秋田県地域がん登録事業 届出資料利用申請書 

 

    年  月  日 

 

（あて先）秋田県健康福祉部長 

 

申請者  

機関名

所属名

職 名

氏 名 印

連絡先（電話・FAX・電子メールアドレス等） 

 

秋田県地域がん登録事業資料の利用及び提供に関する取扱要項第１７により、次のとおり、届出資料の

利用を申請します。 

なお、資料の利用にあたっては、秋田県個人情報保護条例の主旨にかんがみ、秋田県地域がん登録事業

資料の利用及び提供に関する取扱要項第２１の利用者の責務を遵守します。 

 

（以下の項目は「秋田県地域がん登録資料等の利用の手引き」にそってお書き下さい。） 

1. 診断年 

 平成 18 年以降、最新年まですべて  

 その他の期間       

 

2. 部位・組織   

 

（申請者が届出医療機関の長でない場合、以下に、機関の長の承認印を押印すること。 

 

 

 

                                           公印 

 全部位  

 特定の部位       
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（様式第２号の１） 

秋田県地域がん登録事業照合資料利用に関する誓約書 

 

  年  月  日 

 

 

（あて先）秋田県健康福祉部長 

 

 

申請者  

機関名

所属名

職 名

氏 名 印

 

 

資料の利用にあたっては、秋田県個人情報保護条例の主旨にかんがみ、次のとおり秋田県地域がん登録

資料の利用及び提供に関する取扱要項第１５の利用者の責務を遵守します。 

 

1. 承認された目的、方法以外に資料を利用してはならない。また、第三者に資料を譲渡、貸与、閲覧

させてはならない。 

2. 資料から得た患者及び届出医療機関の情報を他に漏らしてはならない。 

3. 資料から得た患者、その家族及び届出医療機関と接触してはならない。 

4. 資料の適正な管理に最大限配慮しなければならない。 

 

なお、遵守事項に違反したときは、提供資料の返却を求められても、また今後の利用申請について不承

認となっても一切異議申し立ていたしません。 
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（様式第２号の２） 

秋田県地域がん登録事業届出資料利用に関する誓約書 

 

  年  月  日 

 

 

（あて先）秋田県健康福祉部長 

 

 

申請者  

機関名

所属名

職 名

氏 名 印

 

 

資料の利用にあたっては、秋田県個人情報保護条例の主旨にかんがみ、次のとおり秋田県地域がん登録

資料の利用及び提供に関する取扱要項第２１の利用者の責務を遵守します。 

 

1. 承認された目的、方法以外に資料を利用してはならない。 

2. 資料から得た患者の情報を他に漏らしてはならない。 

3. 資料の適正な管理に最大限配慮しなければならない。 

 

なお、遵守事項に違反したときは、提供資料の返却を求められても、また今後の利用申請について不承

認となっても一切異議申し立ていたしません。 
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（様式第３号） 

秋田県地域がん登録 （集計 照合 届出）資料利用承認書 

 

     年  月  日 

 

様 

 

 

秋田県健康福祉部長 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった秋田県地域がん登録資料の利用については、秋田県地域がん登

録事業資料の利用及び提供に関する取り扱い要項第 の規定により次のとおり承認します。 

 

承認年月日  

承認番号  

提供資料  

提供期間  

利用者の遵守事項  
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（様式第４号） 

秋田県地域がん登録事業 （集計 照合 届出）資料受領書 

 

受領年月日     年  月  日 

 

（あて先）秋田県健康福祉部長 

 

 

申請者  

機関名

所属名

職 名

氏 名 印

 

 

 

  年  月  日付け、承認番号 第     号で利用を承認された秋田県地域がん登録事業資料  

を受領しました。 

なお、資料の利用にあたっては、利用承認書記載のとおり利用者の責務を遵守します。 
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（様式第５号） 

秋田県地域がん登録事業 照合資料返却報告書 

 

報告年月日    年  月  日 

 

 

（あて先）秋田県健康福祉部長 

 

 

申請者  

機関名

所属名

職 名

氏 名 印

 

 

 

    年  月  日付け、承認番号 第     号で利用を承認された秋田県地域がん登録事業照

合資料の（ 利用期限が終了した 利用目的が完了した ）ため、別添のとおり返却します。 
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